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【開催日】 平成２８年９月２８日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午後３時２８分～午後４時４４分 

【出席委員】 

委  員  長 河 野 朋 子 副 委 員 長 中 島 好 人 

委      員 大 井 淳一朗 委     員 岡 山    明 

委      員 河 﨑 平 男 委     員 笹 木 慶 之 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

副  議  長 三 浦 英 統   

【執行部出席者】 

教育長 江 澤 正 思 教育部長 尾 山 邦 彦 

教育総務課長 古 谷 昌 章 教育総務課主査 森 重 豊 浩 

教育総務課学校

施設係長 

池 田 哲 也   

社会教育課長 和 西 禎 行 社会教育課課長補

佐兼青少年係長 

臼 井 謙 治 

【事務局出席者】 

事務局長 中 村   聡 主査兼議事係長 田 尾 忠 久 

【審査内容】 

埴生地区公共施設建設委員会の報告事項 

 

午後３時２８分開会 

 

河野朋子委員長  それではただいまから総務文教常任委員会を開会いたします。今

日は、所管事務調査ということで、埴生地区の公共施設の建設について、本日

その建設委員会が９月の２１日に開かれた、そのことを報告いただくということで

来ていただきまして、ありがとうございます。それでは説明のほうをお願いしてよ
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ろしいですか。はい、よろしくお願いいたします。 

 

古谷教育総務課長 よろしくお願いいたします。９月２１日に開催されました、第３

回埴生地区公共施設建設委員会の概要について御説明いたします。お配

りしております資料は、第３回埴生地区公共施設建設委員会で使用しま

した資料。これが１ページから４ページでございます。それと設計事務

所が説明する際プロジェクターを使用して投影したものをペーパーにし

たものです。これが５ページから６ページでございます。委員会の議事

は資料１ページから４ページを基に進められております。お手元の資料

１ページの次第に基づき説明をさせていただきます。次第１の委員長挨

拶の後、２報告として、（１）配置ゾーニングの決定についてが、報告

されました。配置ゾーニングについては、実質的に初回である前回８月

２５日の建設委員会で議論を活発化するため設計事務所が新たに提案し

たＢ案、Ｃ案を加えた３案で議論を行いました、前回８月２５日建設委

員会ではＡ案、Ｂ案、Ｃ案それぞれいいところがあり、委員さんから様々

な意見をいただき、次の建設委員会までに結論を出すこととなりました。

設計事務所から新たに提案されたＢ案、Ｃ案の実現可能性について、事

務局で関係機関、県及び税務署でございますが、関係機関に問合せをす

るなど、検討した結果、Ｂ案、Ｃ案では買収される土地所有者に、現段

階で所得税控除を確約することが困難であることが判明したので、Ａ案

を配置ゾーニングとして決定したことを９月２１日の建設委員会で報告

しました。３議事については（１）グラウンドレイアウトの方針につい

て、（２）学校施設の設計条件整理について、（３）複合施設の設計条

件整理について、（４）その他について議論を行いました。（１）グラ

ウンドレイアウトの方針についてですが、これはお手元資料２ページに

基づき議論しました。当初計画案以外に、設計事務所から提案された３

案について設計事務所が説明を行い、その後の質疑で、委員さんからの

質問、意見、要望等がありました。主なものとしては、メイングラウン

ド、サブグラウンドの配置に対する質問、要望として、委員さんから中

学生と小学生のトラックは重ならないようにしてほしい、中学生が使用
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するトラックは、２００メートルは必要であり、１５０メートルトラッ

クではコーナーがきつくなり、思い切り走れない、転倒の危険性がある

などの意見が出ました。設計事務所からは、児童用のグラウンドは１５

０メートルトラックが入るくらいを目安に、周囲へ遊具を配置するよう

になるとの説明がありました。続きまして（２）学校施設の設計条件の

整理についてでは、これはお手元資料の３ページ基づき議論しました。

設計事務所の説明の後、質疑が行われました。質疑では、委員さんから

トイレについての質問があり、設計事務所は、児童棟については、休み

時間に待つことなしにトイレを済ませるのに必要な数をそろえる。トイ

レの洋式化や、車椅子対応のトイレを各階１か所はそろえるなどの回答

がありました。また、生徒棟のトイレは衛生的とは言えないので、最優

先でトイレを考えたいとの説明がありました。委員さんから特別支援学

級が２階、３階に分かれているが、意図はあるのかの質問に対し、設計

事務所から同じクラスの子と同じ階に配置したほうがよいと考えるとの

回答でした。学校は、１階への特別支援の設置を望み、校務センター、

これは職員室でございますが、校務センターから離れないほうがよい。

あるいは多目的に使える部屋が欲しいなどの要望もありました。障害者

への対応についての質問に対し、設計事務所の回答は「エレベーターで

の対応を考えているが、自家発電対応までは考えていない。基本的に災

害発生時にはエレベーターは使用しない」でした。委員長が、学校図書

室の地域開放についての意見を求めましたが、委員さんからは収蔵する

本の種類による、また、少ないと利用しにくいという意見がありました。

次に（３）複合施設の設計条件整理についての議論では、お手元資料４

ページですが、前回、８月２５日の会議での意見を平面図に書き込んだ

ものを基に議論しました。委員さんから、文化祭で使用する場合の展示

スペースについての意見が出されました。具体的には、現埴生公民館で

の展示スペースは最低限必要であること、廊下の壁に展示するためのレ

ールが必要であるなどです。また、多目的室についての意見も出され、

現在の利用状況などから、多目的室をパーテーションで２部屋に分ける

のでなく、パーテーションを２か所設け多目的室が３部屋に分けられれ
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ば利用しやすくなるなどの意見が出ました。続きまして（４）その他で

は駐車場について議論しました。駐車場の台数については、これまで８

０台から１００台程度が必要とされていました。委員さんからの意見は、

現在埴生公民館の駐車場が狭いので、利用者が調整をして車を利用せず、

自転車や徒歩で来られる人もいるので、広いほど利用者にとっては利便

性がよくなる。また、駐車場の台数よりも位置を検討してほしい、児童

棟の前には駐車場を造ってほしくない、児童棟の前まで駐車場では授業

に身が入らないなどの意見が出ました。以上が９月２１日の建設委員会

議事の概要報告でございます。 

 

河野朋子委員長 以上でいいですか。説明は。冒頭ですね、前回の委員会での説明

では、Ａ、Ｂ、Ｃ案として出されまして、この中でもＢ案、Ｃ案については、議会の

審査の中では、そういった案は示されてなかったので、少し意外な感じがして、

その経緯について、いろいろお聞きしたところでした。教育長もプロにお願いし

たら、こういうすばらしい案も出てきたんだというようなことで、よりいいものをという

ような説明も受けたところですが、そうは言っても少し進め方についての疑問が

委員から少し出たところでしたが、その段階でＡ、Ｂ、Ｃ案で、今度また開かれる

建設委員会に持っていかれるというふうに思ってたんですけど、今の説明により

ますと、もうＢ案、Ｃ案は、もう可能性がなくなったというような今の説明ですが、

その辺りもうちょっと詳しくお聞きしたいと思いますけどいいですかね。委員の皆

さんも、それで。ちょっとその辺りのところを会議の中身というよりは、そもそもＡ

案になった理由ですよね。なぜＡ案になったのか、いいですかね。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  社会教育課の臼井です。設計事務所から

は、建築基準法に適合する形で、Ａ、Ｂ、Ｃと提案がございました。建築基準法

以外の、例えば土地収用法であるとか、租税特別措置法あるいは農地法、また

地方自治法ですね。そうした観点からアプローチをして、実現の可能性がある

かないかを建設委員会に戻していかなきゃいけないと。特に民地を買い上げま

して、そこに施設を建てるということでございますので、土地収用法と租税特別

措置法の観点からですね、関係機関と協議を行ってます。Ｂ、Ｃ案というのは、
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新たに買う土地を全て駐車場とするということでございまして、その中身は、学

校関係と複合施設関係者が同時に利用する駐車場であると。当初はですね、

県に２度ほど協議に参っておりますけども、土地収用法における事業認定申請

を起こせない形のほうがいいんじゃないかという話もちょっといただいたんです。

それはどういうことかと言いますと、租税特別措置法上、学校施設については、

いわゆる特掲事業として、事業認定申請を起こさなくても適用されるといった事

業でございます。一方で公民館であったり、児童クラブ室といわれるものは、事

業認定申請を経ないと、所得税の特別控除を得られないといった事業でござ

いまして、これが種類が分かれております。で、分筆をして必要台数を絞れば、

いわゆる、あそこの土地がですね、２，７７６平米、登記面積が、でございますの

で、予想される単価からして、５，０００万控除と１，５００万控除と２種類がありま

すけれども、その併用を起こせば、事業認定申請を起こさなくても大丈夫じゃな

いですかという話を県庁からいただきました。それをもって税務署と協議をした

んですけども、厚狭税務署には、資産税担当がいますが、資産税課というのが

ないんです。下関の税務署に問い合わせないと、明確な回答ができないという

こともございまして、厚狭税務署に投げ掛けをして、しばらく時間があって、下関

の資産税課の担当者が厚狭税務署に来まして、相談したところ、全国的にも、

二つの目的を持った駐車場を分筆を起こしてするとか、そういったのは、レアケ

ースで、それは認められないんだと。二つの目的を持った駐車場を一区画とし

て、事業認定申請を起こすべきではないかといった話もありました。ただ事業認

定申請を起こせば、全てが認められるということではなくて、必要台数以上のも

のは、公共として取得ができませんので、計画では９２台というときもありましたけ

れども、その９２台の必要性が本当にあるかないかというのを事業認定申請書

に詳しく書き込んだ上に、県に提出されて認められれば所得税の特別控除が

得られると。事業認定申請というのは、基本設計が上がってからじゃないと、事

業認定申請を起こせないということですので、それまでは土地の所有者に対し

てですね、用地交渉ができない。所得税控除が得られないという確証なしに、

不確定なままに用地交渉に入らないといけないということになりますので、現実

的に事業を推進することが不可能ではないかといったことで、建設委員会に、Ｂ、

Ｃ案については難しいというお話をしております。以上でございます。 
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河野朋子委員長 ということは、今のＢ、Ｃ案が候補から外れたというのは、その土地の

売買に関して所得税控除ができるかできないかというところがネックだったという。

かいつまんで言えば、そういうことですかね。ということで、その二つの案が、とい

う理由ですか。行政側が、これが困難な理由というのは、ほかに何かあるんです

か。 

 

江澤教育長  ほかにはいろいろあります。まず当初議会に出したそれがここのところに

複合施設を建てるという図面で、そしてその土地等のことについてもそういうこと

で計画し、出しておりますから、それを違ったものにするということは、再び議会

の議決の重みということをどういうふうに捉えるかという非常に大きい問題になり

ますし、またそのことについて再びいろんな議論をしていかなくてはいけないと

いうこともあるわけです。ですからいろいろな理由がある中の非常に法的な問題

としての一つとして、先ほどのことを挙げたわけです。 

 

大井淳一朗委員  幾つかありますけども、そういうことは、第２回の建設委員会に出さ

れる前に精査した上で、出されるものじゃないですかね。何でＢ、Ｃが出て３回

の間で、いや、実はＢ、Ｃじゃ税控除得られないんですよと。ちょっとおかしくな

いですか。 

 

江澤教育長  この第２回の委員会は、実質的な第１回です。初回です。それまでは顔

合わせだけです。何も話をしておりません。この回から設計会社の方も入って、

話合いをするということをアナウンスしていたわけでございます。そして設計会社

のほうには、夏休みに何日に、この実質的な初回を開くから準備してくださいと。

そのときに普通こういう初回では、ブレーンストーミングのような格好でいろいろ

なアイデアを議論するということがよく行われるわけですが、その中で我々は、こ

の議会での議論について、こういう議論がありましたといういうことを２点お知ら

せしたわけです。児童の安全面すなわち校内における駐車場、車の出入り等

の安全面の指摘。それから学社融合ということがコミュニティスクール等で非常

に盛んになっている。それを進めるにはどうしたらいいのかと。そういうことが議
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論になりましたと。２点をお知らせしたわけですが、それに対して、設計会社の

ほうは、そういうことも考慮して新たな２案も一番初回だから広く考えてほしいと

いうことで、提案があったわけです。我々は、それはこの一番最初に、もうこれし

かありませんよということよりは、ブレーンストーミングの形で、広くいろんなアイデ

アを得るためには、そういう提案も皆さんに示してよろしいですという許可を与え

たわけです。初回のこういうＢ、Ｃが示された経緯というのは、そういうことです。 

 

河野朋子委員長 そういうことじゃなくて、Ｂ、Ｃはもう聞きましたけれど。前回この説明

は全部聞いてますよね。それがあって、この中から選んでいこうと言ってたのに、

今回Ａだけに絞られた理由が、今言われるように土地を売られる方の所得税控

除が大きな原因で一つに絞ったと言われたんだけど、そういったことをその前の

段階で、検討してなかったのかということですよ。そこだけでしたから。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長 ８月２５日の建設委員会よりも前にですね、

もちろん設計事務所からＡ、Ｂ、Ｃという３案を示すということを事務局に伝えら

れました。その案を持って、税務署にもちろん行ったんですけども、厚狭税務署

では判断ができないと言われまして、実質回答がありましたのは、９月の８日で

ございます。９月７日に、厚狭税務署で、下関税務署の資産税課の担当官が

来られまして、教示を得たんですが、我々それで、なるほどと思ったんですけど

も、その担当官が更に下関税務署に帰って、ちょっと言い戻しが８日にあったん

ですけども、最終的な回答としましては、９月８日に出されたということで、８月２

５日の建設委員会までに税務署の回答が間に合わなかったと。そういう事情で

ございます。 

 

河野朋子委員長 納得いきましたか。今ので。 

 

大井淳一朗委員 行政の都合なんで何とも言えないんですけども、話を少し先に進め

ますと、結局前回教育長がいみじくもおっしゃっていた児童の安全プラス学社

融合と。こういうものを進めていくためによりよいものということでＢ案、Ｃ案と出て

きた。ただそれよりも個人の土地を売られる方の税控除ができない。個人の事
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業のほうが、上回ったと判断しての、こういった決断だったんでしょうか。ちょっと

そこをどう思われますか。（「そこはかなり問題だと思いますよ」と呼ぶ者あり）や

はり子供たちのために、きちっといいものを造ってもらうというのが必要じゃない

ですかね。土地の所有者もそうした子供たちのために自分の土地を提供してあ

げますよというわけで、別にもうけようなんて思ってないはずですよね。ちょっとそ

こは、そっちが上回るんですか。税控除のほうが。そこをまずお伺いしたいと思

います。 

 

河野朋子委員長 そうですね。その辺りどうですか。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  この事業を推進するに当たって、土地の購

入ができるということが、まず第一の条件でございます。もちろん土地所有者とも

ですね、交渉を何度か行っておりますけども、税控除を得るためにはですね、

正式な事前協議を税務署に行って、価格の提示を含めた所有者に対する申

出から６か月以内に購入が果たせないと税控除を認めないとか割とですね、租

税特別措置法における税控除というのは厳しいものがございます。で、そうした

ものを含めながら税控除要りますかね、要りませんかねというのが、なかなか交

渉上難しい。実はですね、土地所有者の方が、かなり高齢の方でございます。

で、土地の価格についても、まだ不動産鑑定をお願いしたばかりでございまし

て、事実上まだ提示するものが何もない段階でございますので、そうした不確定

要素がたくさんあるところ、第一条件をまずクリアしないといけないということから

ですね、不確定要素が非常に多いということからＡ案しかないんじゃないかとい

った説明を建設委員会に行ったところでございます。 

 

大井淳一朗委員  今の質問で、臼井さんは事情はそれでいいんですけれど、教育長

はいみじくも前回は、学社融合と安全を考慮すればということで、強い思いがあ

ったと思うんですが、この税控除という理由で、ぱっと引かれるのは、それでいい

んですか。ちょっとそこを。 

 

江澤教育長 子供とか地域のため、ひいては市民のためというのが、一番重要なところ
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だと思います。しかし、今言ったように、土地を譲っていただけて初めてこの事

業が成立する。そこに不安な要素があったり、それが若干難しくなりそうだという

ようなことがあったりする場合は、やはりそこのところは難しいんじゃないかなとい

うふうに判断しました。 

 

大井淳一朗委員 少し立ち入った話になるかもしれませんが、土地の所有者は、控除

が得られないなら、売らないよなんていうほど強く言われたんですか。そういった

事情があったんですか。 

 

河野朋子委員長 なってるんですかね。その辺の土地売買の契約というか、どういう条

件で売るとか売らないとかいう話がもうあったんですか、事前に。その辺どうなっ

てたんですか。別に責めてるわけじゃなくて、私たちも審査した手前、そういうこ

とがある程度きちんとできると思って議決もしましたし、そういうふうに理解をして

たんですけど、ここにきてそういう控除が得られないからというふうな変更をされ

ることに対して、ちょっとどうなってたのか、教えてください。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  何度かですね、土地所有者にお会いする

中で、もちろん企画から引き継いだときにはですね、おおむねの所有者の了解

をいただいておるということで、我々も了解があったということでお会いしました。

が、やはり明確な回答は、土地所有者はされませんでした。埴生の地域のため

にですね、土地の売却をお願いしたいといった話を進める中で、それは十分事

情は分かったと。聞き置くといったような対応が当初でございます。それから何

度かお会いする中で、事業の必要性であるとか、事業の効果であるとか、そうし

たものを所有者に訴え掛けておるところでございます。もちろん土地の測量の

結果も出ておりませんし、土地の鑑定評価も出ていない段階でございます。こ

の事業は、平成３１年度末までの特例債を財源とした事業でございますので、

スケジュールがきつきつの中で、今交渉を延ばして何とかとかいった猶予がな

いところでございます。もちろんですね、私のレベルでこういうお答えをしていい

か分かりませんけども、給食センターのように、教育効果が非常に、この埴生に

関してですよ、上がって、あるいは予算の削減も果たせて、合理的な理由という
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ものが、議会に諮るべき合理的理由というものが、あればＢであれ、Ｃであれで

すね、補正のお願いをするとかいうことも考えられたとは思うんです。地元の建

設委員会あるいはですね、設計事務所からの説明を経て、十分にＢ、Ｃ案に有

効な効果、非常に最大な効果が得られるという確証を我々が持ってですね、更

に財源という意味で、有利なことがあるといった合理的理由がはっきりすれば、

更に議会にお願いするということもですね、考えられたとは思うんですけども、い

かんせんスケジュールの中で、非常に厳しい。しかし、スケジュールの中で、こ

の事業を完遂するといったことをですね、いろいろ考えながらですね、やはりＢ、

Ｃが非常に厳しいものがあろうといったことの判断からですね、ここまで詳しく建

設委員会に対しては言っておりませんけども、そうした内部の検討の結果も踏

まえてですね、Ｂ、Ｃはない。もちろん議決どおりのＡ案で進めていくほかないで

すねと。設計事務所はですね、あくまで建築基準法にのっとって、適合する案

として出してきてますので、それ以上のことはなかったと。それの実現可能性を

ですね、ずっと探った上で、９月２１日の建設委員会に報告したといったことで

ございます。 

 

笹木慶之委員 もう一点農地転用の問題があるでしょう。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  農地法のですね、５条転用のことを笹木議

員さんは、おっしゃっておると思うんですけども、一応公共施設の場合は、原則、

例外でございます。いわゆる５条例外。ただし、学校については、例外の例外で、

５条転用が必要となります。Ｂ、Ｃ案のような駐車場の中で、大半が学校関係者

の駐車場ということになれば、実は、当初予算に入ってない５条転用に係る経

費を上積みしないといけないといったことまでは分かっておりました。以上でござ

います。 

 

大井淳一朗委員  ５条転用ですけども、今問題になっている前の土地ですね、あそこ

は農地ということで、そこも転用の対象なんですか。ちょっとそこを確認。転用の

対象となっている土地なんですか。今、問題となっている。 
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臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  ５条例外が適用されるということでございま

すので、転用の申請は要りません。ただ農業委員会に、協議は必要でございま

す。 

 

大井淳一朗委員 農地転用の対象ということ。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  そうです。登記地目は、田んぼでございま

す。いわゆる休耕田。手続的には協議のみでいいということです。Ａ案の場合

ですよ。 

 

河﨑平男委員  いろいろとですね、そういう調査をする中で、そういう問題が出てきた。

またですね、これがいろんな申請手続に入って、またいろんな問題が出てくる中

で、３１年度の合併特例債の有効活用までは、間に合うんですか。ちょっとその

辺がですね、いろんな課題が出たときに、何か日程的にですね、間に合うかな

ちゅうような、ちょっと不安を感じるんですが。いかがですか。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  ３１年度末までには、まだ４０か月ございま

すので、十分その中で吸収できようかなというふうに思います。 

 

河﨑平男委員  そしたらですね、当初からの建設委員会に投げ掛けられたＣ案という

のは、何年ぐらい待つんですか。待つ時期が遅れるちゅうことはできるんじゃな

いですか。３１年度まで。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  平成３０年度、３１年度で、建設工事をする。

その前の２９年度に土地の埋め立てをしなきゃいけないと。それまでに土地を購

入しなきゃいけないといったことで、土地を購入するに当たっても、ちょっと７月

に議決をいただいて、Ｂ、Ｃ案の検討もございましたので、ちょっと今非常に、個

人的には苦しいとこでございます。というのが、土地収用法上の事業認定を出

して、承認を受けた後にですね、正式な土地の購入といったことになりますけれ

ども、それまでに基本設計が上がってきて、もろもろの協議が調ってじゃないと
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県に出せない。県に出して標準処理期間が９０日だったと思うんですけど、それ

だけ事業認定申請の承認を得るのにですね、時間が掛かるといったことを踏ま

えると正式な土地の本契約はいつできるのかといったことは、今のＡ案のまま進

んでも非常に厳しいものがございます。その中でＢ、Ｃ案ですと、当然補正という

ことも出てくるでしょうし、そうしたものを今スケジュールの中でですね、税務署か

らの回答があって、なおかつ事業認定申請を駐車場で９２台が県に認められる

と確証のないまま、用地交渉を行いながらしていくというのは、ちょっと２９年度

のですね、土地の造成をにらんだときに、非常に厳しいものがあろうかなという

ふうに思ってます。 

 

大井淳一朗委員  ちょっと確認したいんですけど、まだ４０か月あるようなことを言われ

ましたけれど、これはですね、議会側が、これ賛否分かれましたけれども、賛成

の方の討論の中では、もう一刻の猶予もないと言ってることがあるんで、４０か月

あるというような答弁はちょっと訂正していただきたいと思うんですが、どうです

か。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  今、済みません、私が申し上げたかったの

は、実は今年度御承認いただいた２８年度予算を繰り越す可能性があるという

ことを言いたかったんです。これはもう正直に申し上げます。先ほど言ったように、

７月に議決をいただいて、基本設計がまとまって、事業認定申請を起こして、９

０日後に本契約をして、土地の支払いを所有者に起こすと。それが２９年の３月

３１日までに、間に合うぎりぎりのところにございます。ですから２８年度を繰り越

さないでそのまま執行するということが本当にぎりぎりなんだと。ただ繰り越した

からといって、２９年度の造成が間に合わないかというと、そういうことはございま

せんので、そういうことを申し上げたかったということでございます。（発言する者

あり） 

 

江澤教育長 議論がちょっと錯そうしているので、整理させていただきますと、あと日程

が十分あるということはございません。今までの説明どおり非常にタイトなスケジ

ュールでございます。この中には、用地交渉という非常に不確定な要素もありま



 13 

す。これを確実なものとして、組み立てていかなくてはいけません。そういうことも

勘案しますと、もう本当に時間が余りないという状況でございます。そういう中で、

用地交渉に時間が掛かりそうな、そしてその前にいろんな時間が掛かりそうな、

掛かりそうなというか、もう掛かるという状況が判明し、そのリスクを負うべきでは

ないというふうに判断したところでございます。 

 

岡山明委員 教育長、言われたんですけど、リスクを抱えられない。それが一番理想な

んでしょうけど、先ほどから話をされて今回の給食センターも一緒なんでしょうけ

ど、ある程度こう最終的に１か月半延びていると。そういう状況の中で、今回所

得控除、買われる購入者の。その部分で購入者の所得控除が受けられる半年

程度でうまくいけば可能性としてはあると。そういう状況の中で、そのいつまで実

際問題こう本当に予算を繰り越せばという状況の話もされましたので、そういう

状況になると本当に子供たちに、教育長が言われた安心、安全なおかつ学社

融合、そういう状況の中で、これが本当の最終的な期日なんだと、そういうタイム

スケジュールも、私たちは今見たら何もないんですね。そういう資料が。じゃあこ

ういう資料をもらってもらった状況の中で、ここが本当の最終タイムリミットと。そ

れをタイムスケジュールのような形で出してもらって、いろいろ前回の委員会は、

Ａ、Ｂ、Ｃから選んでください。今回もうＡがなくなりましたからＢからやりなさい。

ぱっともろうたら、これグラウンドのレイアウトの訳分からんような体型できとると。

それはちょっと申し訳ないですけど前回の給食じゃないですけど、気が付いたら

訳の分からんようにという形で何か本当、議案が吹っ飛んだって、ちょっと言葉

は悪いんですけど、そういう状況で私たちは、一生懸命やった分が、結局何も、

これは私じゃなくて、副委員長がしゃべるんじゃないかと思ったんですけど。そう

いうような形で、やっぱり自分たちの委員会じゃないですけど、やっぱり委員会

としてこうある程度そういう審査しとる状況の中で、やっぱその辺のやっぱ思いも

しっかり見ていただいて、まあある程度の修正した会議ではタイムスケジュール

じゃないんですけど、最終の、最新のタイムスケジュールを出していただければ

と私は希望するんですけどね。いかがですか。 

 

江澤教育長  全体的なところで、建設委員会のほうには、大まかなタイムスケジュール
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というのは示してるんですが、それによるとまず、実質的な初回には、いろんな

案をとにかく皆で話し合うと。それを形として見せて話し合うと。しかしそこでどれ

がいいかとか、まあ決を採ったりなんかということはしませんと。次回のときにその

ゾーニングを決定します。すなわち今回です。９月２１日には、決定します。そう

しないと間に合いませんと。そして次回、その次には学校の教室等を決めて、１

月の終わりには、もう最終で決まると。そういうスケジュールを示しております。で

すから我々とすればスケジュールどおりにいっているわけで、この２１日にちゃん

とそこのゾーニングという大きなものを決定して、その次の今度は細かい、まあ

細かくはないんですが、その部屋の配置とか、いろんなことに進まなくてはいけ

ない。そういう状況の中で、そのときにはもう決定するということは伝えていたわ

けです。 

 

河野朋子委員長 スケジュールは今分かりましたけれど、前回のときにＡ、Ｂ、Ｃ案でど

こがメリットがあるとか、すごく対比表があったじゃないですか。じゃああれは何の

ために作ったのかということですよ。本当に可能性のないものをなぜそういうふう

に対比して、多分建設委員会の中でも、どれがいいだろうかって決は採らない

にしても、皆さん意見をすごく持ってらっしゃったと思うんですけど、建設委員会

に、今回やはりＡ案にしましたって言ったときに、委員から何でこうなったのかと

か、そういった異論というか意見はなかったんですか。私たちはすごい違和感が

あるんで。 

 

江澤教育長  例えばいろんなものを市民と一緒に作っていく場合、予算のことは今回

は棚上げしておきましょうとか、そういう議論でアイデアを膨らませていくというこ

とはあるわけです。もうこれしかありませんよと。それは初回です。そういう議論よ

りも議会で議論があった、その２点についてということを設計業者に伝えたら、

設計業者はいわゆるよくある手法の一つとしてそういうものを形にして、そこでい

ろんな人のその人たちの意見を聴いて、そしてその実現可能性を詰めていくと

いう手法をとったわけです。ですからそのときにこれは予算がどうなる、こうこうで

実現可能性はどうなんですということは、その時点では言っておりません。いろ

んなアイデアを示して、そしてそれについてたくさんいろいろ聴くと。御意見を聴
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くと。実際そのためにですね、今回９月２１日の建設委員会では、校舎の前の

駐車場は、ＰＴＡの方が、やはりやめたほうがいいんじゃないかと。この前のＢと

かＣのように、ああいうふうな形のほうがいいんじゃないかとか。そういう意見が幾

つか出されたわけです。それはああいうふうに形として見せたことによって、その

人たちもこういうメリットがあるんだということが分かったと思うんです。そのために

設計会社は、いろんなアイデアが広がるようにされるものと思っております。 

 

河野朋子委員長  ちょっと今の答弁むなしいですよ。そういったいい加減のところで、

私たちの委員会に対してもＡ、Ｂ、Ｃどれかを皆さんの意見を出してください、聴

きたいですと、部長もおっしゃったじゃないですか。そんな夢のような話をまだ実

現できるか、できないような話をここに持ってきたわけですか、前回。余りにもそ

れはむなしい答弁だと思いますよ、今のは。というか、持って行き方がおかしい

からこうなったんじゃないんですか。きちんと計画的にいろんなことを確証が得た

後で、ああいう案を出すとかいうことをしないで、ただ単にそういう夢のようなもの

を出して、やっぱりこれは無理でしたって言って、これしかありませんと出された

ほうの立場を考えてください。私たちももう何か訳が分からなくなりました。少しで

も市民にとって良くなるほうが私はいいと思いますし、進め方がまずかったことに

対しては、反省してもらわなくちゃいけないんだけど、結果的には、良くなってほ

しいので、一生懸命委員会としても、そういった協議をしようと思って努力してる

わけですけど、どうも今の説明は私としては、ちょっと、済みません、個人的なと

ころで言ってしまいましたけれど、委員の皆さんどうですか。済みません、一人

がしゃべって。 

 

笹木慶之委員  確かにいろんな事業をやる中で、難しい問題が随分あると思うんです

よ。ただ事業の進め方の組み立て方がね、ちょっと急ぐものは急いで、全部整

理をした中で進めていくというね、選択肢を出していかないとやね、これ今回だ

けに限らずね、私も大きなプロジェクトを随分やりました。文化会館も、実はやり

ましたけれどね、一番最初に条件設定で調査しなくてはならんことをそろえた上

で計画に入っていかないと。確かに土地を買うというのは、地権者がいますから

必ず地権者から買える条件ですよね。価格の問題はそうでしょうけど、これ別問
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題でしょうが、税法上の措置というのは、これは当然のことなんですよね。公共

用地の収用で。税法上の措置を適用するちゅうのは、これは公共用地を買うと

きに絶対たる条件です。だからこれは相手方が無理を言ってるわけじゃないわ

けですよ。だからそのことも含めた中で、こういうケースはこうなるんだというのは、

やっぱりよく整理をした中で、確かに業者が出してきたかもしれませんが、これ

はこの条件で適合しませんねというのを、やっぱりもうその時点でブロック掛けて

いかんとですね、今後の問題もその辺りの順番を間違うと、こういう結果が出てく

るじゃないかなというふうに私は感じましたがね。だから大変きつい、タイトな事

業計画の中でね、かたや合併特例債のことがある、それから中学校との移転の

問題もある。それから今の埴生支所のね、建て替えの問題もある。で、複合した

問題だから厄介な部分があろうと思いますが、それをよく整理をされて提案なり、

話を進めていかんと、今みたいな混乱が起こってくるというか。決して、一生懸

命やっておられることは、分かるんですよ。だからそこは歯車がね、私は狂って

いるような、うまく回ってないような気がします。だから今回これを契機としてはあ

れやけど、どこかでやっぱり正常に戻していかんとね、やっぱり信頼関係ですか

らね。だからそれをひとつお願いしたいと思いますがね。もうそれ以上のことを言

っても仕方ないんで。 

 

中島好人副委員長  先ほど委員長のほうが問いかけていた問題で、きちっとした回答

がないんだけども、要するに９月２１日の建設委員会の中で、いろいろこういう意

見があったというふうな話は設計の段階では聞きましたけれども、このＢ案、Ｃ案

やめまして、Ａ案でいきますといったときの委員の意見とか、そういう声とかは、

なかったのかと委員長が聞いたけども、それに対して答えがないんで、そういう

答弁をお願いしたい。 

 

江澤教育長  委員のお一人から今、こういうふうに決定したと言われたけれども、その

決定は、この会議でするんじゃないですか。この建設委員会でするのではない

ですかと。事務局の教育委員会でするのではなく、この委員会で話し合って、

どのそこのところの決定をするのではないかと理解してたんだけど、そうではない

んですかという御質問がございました。それに対して、この委員会の要綱を示し
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ながら、この委員会は決定機関ではありません。皆さんの御意見を聴くところで

すと。そしてそれは教育委員会で決めるものですということをお答えしました。そ

れで分かりましたということでした。 

 

中島好人副委員長 一番ね、大事な点は、きちんとこういう意見があったということはね、

ここで出してもらわんとね、自分たちの都合の悪いことは黙ってて、実際にＡ、Ｂ、

Ｃ案を見せて、どうですかと意見をいっぱい聴いてきたわけでしょう。８月の２５

日に聴いてきて、こういう意見がありましたと報告があって、いきなりやめましたっ

ちゅうことが、一般的に納得できないから、どうしてですかとか、いろいろこう意見

が出てくるのは、誰が見ても分かるでしょう。ですから、そういうのがなかったかっ

て改めて聞かんにゃ言わないっていうかね、僕はそういうのが今のね、教育委

員会のね、表れているんじゃないかと思うんですよ。それでもう一つは、要する

に所得控除が得られない、要するにね、教育施設とか、福祉施設とか、そういう

ものを建てる場合には、工事があるわけだけど、やっぱ駐車場自体では、工事

はもらえないと。そういう関係で、先ほど説明では、５，０００万と１，０００万と合わ

せて６，０００万ちゅうことなんですか。ちょっとその辺の額はどうなんですか。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  先ほど申し上げた５，０００万と１，５００万と

いうのは、租税特別措置法に基づく５，０００万控除と、公有地の拡大に関する

法律によって、それも租税特別措置法ですけども、１，５００万の控除というのが

あると。で、学校の建設事業は、特掲事業ですので、事業認定申請を踏まなく

ても、無条件に控除されます。ですが、複合施設のほうは逆に、事業認定申請

を踏まないと、控除は得られないと。事業認定申請を踏まなくても、１，５００万

控除に収まる土地の買収の面積であれば、それをせずにですね、県に提出せ

ずに、税務署で控除を得られるといったことで、分筆をして、必要数量を定めた

らいいじゃないかというのは、県から逆に、まあちょっと言われたんですね。で、

その案を持って、税務署にお願いしたけれども、二つの学校と、複合施設という

二つの目的がある駐車場であっても、分筆は認められないと。一つの区画の中

に、二つの目的があるとして、事業認定申請を起こしなさいといったことだった

んです。で、事業認定申請における駐車台数の必要数量といったもの９２台が、
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まだ県に出してない段階で、確実に９２台が認められるということが、まず不確

定。で、９２台が認められなければ、例えば８０台でいいじゃないですかと。公共

がそんなにたくさん９２台も買わなくてもいいですよねと、県から言われると。例え

ばそれが８０台とすれば残りの１２台というものは、税控除を得られないものだと

いったことでございます。そうすると用地の交渉に差し障りが出てくるということで、

この短い、残り４０か月の中で、そういう交渉もしながら、Ｂ、Ｃ案を検討すること

が、非常に難しいということで、Ａ案になったということです。 

 

中島好人副委員長 何かこの今の論議は、埴生の複合施設の話が出たときのような問

題でね、どんだけ埴生の複合施設の問題でね、現地に行って、いろいろ話して、

資料としては、これだけもあるよ、僕らも。全部の意見交換会の資料からして。そ

れを今になってね、こんな初歩的な話みたいな話でね。それで今まで委員会で

も積み上げてきた中身を、あっこ、現地も行って、ここは安全じゃないから、もう

ちょっと広げんにゃいけんとか、そういうふうにしたきた。また子供たちに戻って、

またひっくり返してよ、今までのこの審議過程が何だったのか。どういうふうに考

えるのか。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  ７月に議決をいただきまして、１月の初めぐ

らいには、基本設計が仕上がり、事業認定申請を起こして、年度内の用地の購

入ができるようにということで、７月にスケジュールを示してですね、予算をお認

めいただいたと。で、基本設計を立てるに当たっては、ゾーニングから始まって、

グラウンドレイアウトであるとか、部屋の中身、複合施設、学校のですね、諸条

件も、整地とかいうのをずっと詰めながら、１２月の終わり、あるいは１月の初めま

でにですね、基本設計として仕上げていくと。で、時間がないながらもですね、

地元の建設委員さんを入れてですね、通常どおりゾーニングから話合いを始め

たと。その中で県とも協議がある程度調い、農業委員会ともある程度話が進み、

しかしながら税務署の回答が得られないまま、８月２５日を迎えたといったところ

でですね、Ａ、Ｂ、Ｃの複数案のゾーニングをお示しするほかなかったといったこ

とで、委員長や副委員長がおっしゃいますようにですね、大変不手際といいま

すか、不細工なことが起こりましたけれども、そうした事情でございます。 
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大井淳一朗委員 ちょっと確認ですけど、基本設計の後に事業認定申請されると言っ

たけれど、今、事業認定申請をしなくても税控除を得られるという答弁からする

と、事業認定申請はしなくていいんじゃないですか。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  Ａ案の場合は、複合施設でございますの

で、事業認定申請を受ける必要がございます。学校施設の場合は、事業認定

申請を受けませんので、例えば北側なんかは、事業認定申請を受けないまま、

税控除が認められますので、これは出しません。 

 

大井淳一朗委員 と言うことは、複合施設であれ、駐車場であれ、事業認定申請は必

要であるということですよね。ただ駐車場になると、必要性って、これは申し訳な

いけど、前から言ってるように、あそこに９２台要るのか、１００台要るのかちゅうこ

とは、常々言ってきたので、そういうのが見えてくるのが嫌だから事業認定しな

いんですか、ちょっとそこを確認したいんですが。 

 

臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長  事業認定申請そのものがですね、非常に

実は件数が少ないんですね、道路法とか河川法なんかによる道路なんかはで

すね、事業認定申請を起こさなくても、もう無条件に税控除を得られるわけです。

いわゆる特掲事業。で、これですね、遡ること平成６年か、７年かですかね、厚

狭駅前の駐車場、今、都市計画が駐車場特会で、いろいろ報告を議会にして

るかと思いますけど、あの駐車場を取得する際に、事業認定申請を起こしてお

ります、合併前の山陽町において。そのときにはですね、それだけの必要台数

が要るという論理を立てるために、乗降客数が幾らとか、そういうのを全て積み

重ねて、それだけの土地を購入する必要があるといった資料をそろえて県に出

しております。同様のことをするんですけども、確約はないわけですね。９２台を

今の例えば埴生小学校の台数と中学校の台数と公民館の台数を入れてです

ね、何ぼ要りますって、我々としてはですね、今から利用の促進を図って、利用

者がたくさん増えると。むしろ足らないぐらいで、地元の方が、駐車場がないが

ゆえにですね、徒歩とか自転車で来られるといった実態と、入れて説明がかなう
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かどうかといったところも含めてですね、不確定要素が非常に強いんだと。もし

そんな９２台も必要ないですねという判断になったときに非常に困るなと。そうい

うことがあって、断念せざるを得なかった。スケジュールとともにですね。 

 

河野朋子委員長  聞けば聞くほどお粗末だと思いますよ。今の本当に。申し訳ないけ

ど全然説明が余りにもちょっと建設委員会の方に対しても、この委員会に対し

てもちょっと納得がいってるとは思いませんし、進め方がまずいという一言です

けどね。 

 

河﨑平男委員 この埴生地区の公共施設に関わる他の山口県のですね、関係機関と

して、農業会議とかですね、税務署も関わる、それから教育委員会、道路関係、

いろんなもので、他の関わる課は、事務分掌として何課ぐらいあるんですか。そ

の辺から詰めていかんとまた何かが抜けちょったとかですね、その辺があったら

本当また工事の進め具合、進捗状況も変わると思いますので、たくさん関わると

思うんですよ。その辺はよく内部協議してやっていかないと、大変なことになると

思いますので、これ要望です。 

 

大井淳一朗委員 全体工程表は、以前、カラーで出していただいております。ところが、

その後を受けてですね、ＢやらＣやらが出てきて、またＡに戻ったとか、いろいろ

二転三転しておられますが、それによって岡山議員が懸念されるのは、それに

よってこの工程も狂いが生じてるんじゃないかということを懸念して言われたと思

うんですが、その点はいかがですか。カラー刷りのね、工程表。（発言する者あ

り） 

 

河野朋子委員長 同じでいいんですかね。以前出していただいたので。 

 

江澤教育長 この工程表のとおりに現在進めております。これがきちんとこの工程表の

とおりになるように、これからも努めてまいります。 

 

河野朋子委員長 変わらないのは、いいんですけど。それもまあ工程もいいんですけど、
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何度も繰り返しますけど、余りにも、しかもそうやって三つも案を出されて、皆さ

んの意見を聴いて、どんどん、でも最終的には教育委員会が決めますと言われ

たけど、この委員会にも意見を出してほしいと言われたし、建設委員会でも意

見を聴いてますと言われた中で、元に戻ったその経緯もちょっと余りにもお粗末

じゃないかということを、ちょっと繰り返し言わせていただいたわけですけども。よ

り良い案になったほうがいいというのは、本当皆さん同じと思いますし、少しでも

いいものになってほしいということは、変わりないんですけどね。 

 

中島好人副委員長 前回いろいろ何ちゅうかね、もう話しましたけども。教育長はね、こ

う言ったんですよね。思い出すとね。子供にとって一番いい案をやりたいと。だ

から今一番いい案はＡ案というふうになったんですか。子供にとって。 

 

江澤教育長 それは実現可能性も含めて、子供にとって一番いいと言わなければ、実

現可能性がないものが教育的効果だけですばらしいというものでは、それは子

供にとって一番いいというものではないと考えています。そういう意味で、Ａ案で

あるというふうに結論を出したわけです。 

 

大井淳一朗委員 ちょっと待ってください。そうなるとですね、例えばこの買おうとしてい

る土地に重大な土壌汚染があったとかね、そういったことであれば分かるんです

けど、申し訳ないけど控除が得られない、そういった事情でしょう。しかも事業認

定申請をして９２台必要なんだということを説得されればいいんじゃないですか

ね。そうすれば控除を得られるんですから。僕は別に控除なんか要らんとは言

いませんよ。所有者も所有者の立場がありますから。時間的な問題なんでしょう

けどね。ちょっとそこは最初からＢ案、Ｃ案出さなければいいという話になります

よね。 

 

和西社会教育課長 ８月２５日に、Ｂ案、Ｃ案を出す前に、その辺りの精査をした上で、

建設委員会あるいは委員会に案を出すべきという御意見は、本当ごもっともと

思いますし、当然そうすべきであったというふうに感じておるところだったんです

が、スケジュールを考えますと、先ほど来、臼井が言っておるとおり年内には基
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本設計を上げなきゃいけない中で、アイデアをいただく必要があったんです。つ

まり何を申してるかと言いますと、設計会社が８月中頃にＢ案、Ｃ案というのを学

社融合と安全確保というので出してきて、この案を、そういう税関係とかを、こう

踏まえて、みんなに公表する時間がない中で、とりあえずちょっと出してみて、こ

のＢ案、Ｃ案の、こういう案を基にして、アイデアをいただきたいというために、ち

ょっと出したということについては、不手際をおわびしなきゃいけないんですが、

これが仮にもう少し時間の余裕があれば、その辺りの精査をした上で出すことが

できたのかなというような、今、振り返って反省点としては感じているところです。

本当に申し訳ございませんでした。 

 

笹木慶之委員 だからね、私さっき言ったのは、可能性があるものの中で、案の意見を

いただくという形をとらんとやね、混乱だけを起こしてね、ということに終わってし

まうわけですよ。だからこれから先も進んでいく問題があろうと思いますが、やっ

ぱり正常な事務手続の中でやる中での案を求めるというか、それはね、きちっと

やっぱり教育委員会の中で調えていかないと。これ今後の事業も一緒と思いま

すよ。だから急ぐ気持ちも分かるけど、それから逆に広く意見を聴こうという気持

ちも分かるけど、できないことを聴いてもどうしようもないじゃないですか。だから

それはやっぱりしっかり体制固めをしてほしいと思います。私は一生懸命やって

おられることは分かるんでね。やっぱりそこのところは評価しながらね。期待だけ

持たせたら、やっぱりまずいよ。 

 

河﨑平男委員  ほかのところも聞いてもいいですか。２ページのところにですね、グラウ

ンドレイアウトということで、お示しをされております。そういった中で、当初計画

案には、メイングラウンドが南、サブグラウンドが北、今後はですね、レイアウト１、

２、３案とも全部サブグラウンドが南、またちょっと計画的に場所が真反対という

ことでありますが、何か理由があるんですか。 

 

森重教育総務課主査  議決を確かにいただいたのは、この当初計画案なんですけれ

ども、小学校の校舎が南側に増築で付く関係上、小学校用のグラウンドについ

ては、南側そして中学校用の大きいメイングラウンドについては、２００メーター



 23 

のトラックについては、北側がよいのではないかなということで、今回御意見をで

すね、建設委員会に聴いたところでございます。これにつきましては、また意見

を聴きながら、教育委員会内部あるいは設計事務所と長所、短所、いろんな意

見がございますので、次回の建設委員会で方針の決定の報告をしたいと思っ

ております。大きな理由につきましては、小学校の児童棟の近くにサブグラウン

ドを持ってきたということが大きい理由でございます。 

 

河野朋子委員長 結局確認をもう一回したいんですけど、所得税控除の件ですけど、

これが得られないと、地権者というか、売ることが難しいというような意思表示を

ある程度いただいてるということですかね。 

 

和西社会教育課長 先ほど臼井が申しましたけれど、実はこの業務を引き継ぐときに、

かなりいい感触をいただいているというのが我々の中であったんですが、私も実

際一緒にお会いして、２回、３回かな、お会いしたんですが、まだその辺りの条

件提示をまだきちんとできるまでには、まだ話が詰まっておりませんで。そういっ

た中で、今回の５，０００万控除と１，５００万控除の話は、かなり大きな条件とし

て、ウエイトを占めることになるかと思います。仮に１億の土地があったとして、そ

れが５，０００万控除されるのと１，５００万控除になってきますと税額が全く違っ

てまいります。その辺り税務署のほうの見解等が、はっきりしない中で、土地の

交渉に今から当たっていく上でスケジュールがやはり足らないというのが実際の

ところです。やはりここで方針を決め込んで、やはり所有者との交渉に当たって

いかなきゃいけないというのが、実際のところかと思います。 

 

大井淳一朗委員 確認ですけど、Ｂ案、Ｃ案、フライング的にちょっと勇み足になってし

まったけれど、これは引っ込める。今後はＡ案をベースに、今ね、グラウンドレイ

アウト１、２、３、これは建設委員会で議論していただければいいんですけど、そ

れをベースにやっていくということでいいんですね。それともう一点、家屋補償の

算定が、この前入札がありました。これに基づいて補償がされるんですが、これ

は出された客観的な額に基づいて補償するので、別に相手がどうのこうの言う

ものではないということでよろしんですね。 
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臼井社会教育課課長補佐兼青少年係長 家屋算定についてはですね、用対連基準

に基づいた移転保証額を算定する業務でございまして、それについては所有

者に了解をいただいております。倉庫と中の動産の移転も含めてのことでござ

いますので、倉庫の鍵までもうお借りをしております。 

 

和西社会教育課長  Ａ案で進めることにつきましては、今後この方針に基づいて、手

続に入っていきます。お示ししたスケジュールに沿って、進めていきたいと思い

ます。 

 

大井淳一朗委員  それであれば、これはもう前から言ってるんですけれども、Ａ案で行

くならば、駐車場が校門をくぐったところにあります。実際建設委員会の委員の

中でも、その辺を危惧する意見もあったと今、答弁がありました。そこら辺を配慮

されて、本当に必要な台数は確保しなくてはいけないけれども、それと児童の

安全をしっかり天びんに掛けて、天びんに掛けるというか、児童の安全のほうを

本当に優先して進めていただきたいと思うんですがいかがでしょうか。 

 

江澤教育長 先ほどの報告にも申しましたように、Ｐの親御さんのほうから、児童棟の前

の駐車場は、安全面又は授業等について、何とかやめることはできないかと。そ

の前に示されたＢとか、Ｃのああいうふうな格好でできないかという御意見があり、

他の人も駐車場が本当にそれだけ要るのかと。あそこの台形というふうにその人

は言われたんですが、台形の部分のところは、やはり車を止めるのではなく、も

っと有効に使用したほうがいいんじゃないかという、そういう意見をかなり言われ

ました。そのことについて、現在教育委員会内部では、検討をしてるところです

が、その御意見は重く受け止めておきます。 

 

岡山明委員 今、教育委員会の中で、内部でも検討すると言われたんですけど、Ｂ、Ｃ

案は、外部に発注された建設会社に設計されて、最高の形で出てきたと。そう

いう状況の中で、今回Ａ案でということで、Ａ案は結局教育委員会の方針です

いね、考え方ですいね。それを外部のそういう設計会社のほうにＡ案としての最
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善策と。もうＢ、Ｃはないと。Ａ案で最善の形で設計会社に依頼するということは

ないんですか。今、それとあくまでも教育委員会の中での設計という形でありま

すＡ案に対しての外部発注はないんですか。 

 

江澤教育長  今、委員さんが言われたことで設計会社も進んでおります。設計会社も

前回は、きちんとそこに出席されてますし、東京のほうからも来られております。

そしてその前には、教育委員会がＡ案で決めるので、そこで最善を尽くしてくだ

さいということは伝えております。ですから設計会社のほうは、その中でどういう

ふうに皆さんの意見を反映させながら最善のものができるかという、そういう提案

をこれからされていき、教育委員会とやり取りをしながら決めていくということにな

ろうかと思います。 

 

岡山明委員 そういう改善を今、ここに私見たのは、あくまでもこのグラウンドのレイアウ

ト。じゃあ安全とか言うたときに、じゃあ入る場所、全然見直しも何もないとあくま

でもこれは学校施設のグラウンドの分でそういう形を変えてる。じゃあ私たちが

今回やってるのは、複合施設ですよね。複合施設の話の中で、じゃあ入り口と

かその辺の、全然話がないと。学校の話を今日しよるわけじゃないんです。複

合施設ですよ。複合施設の中で、じゃあ入り口の道をもうちょっと拡大するとか、

全然、グラウンドのレイアウト、何ですかそれ、学校の施設の話じゃないんですよ。

ちょっとしつこいんですけど。複合施設の話なんですから。 

 

尾山教育部長 この２ページは、グラウンドのことを協議したいということで、グラウンドだ

けに焦点が当たるような書き方になっているものでございまして、決して国道か

らの進入路とかを軽視してるわけではございません。それを協議するときには、

しっかりとそこのところをクローズアップした資料を用意して、また後日の会議に、

建設委員会になりますけど、そのようにして今月は何を議論する、来月はこれを

議論するというふうな段取りで最後を仕上げていきますので、９月のは、こういう

グラウンドのレイアウトを協議するということで進めさせていただいたので、申し訳

ございませんが、進入路とかが、ちょっと今データがここには載っていないという

だけでございます。済みません。そのように御理解いただけたらと思います。 
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中島好人副委員長 グラウンドのレイアウトとかね、そういうところは建設委員会でね、し

っかり皆さんの要望とか、意見とか取り上げるんだけども、根本的な問題、いわ

ゆるＡを審議してたのが、Ｂ、Ｃって全く違う問題についても、建設委員会が先

にね、提案して、その後に総務に、こういうのを提案しましたみたいな話は、全く

総務委員会をばかにしちょると、委員会をばかにしちょると言わざるを得ないと。

ですから順番が間違ちょるんじゃないかと言ってる。根本的なね、変更するよう

な今までの路線から変わるような中身についてはね、もっと委員会を尊重してほ

しい。ないがしろにしないでほしい。 

 

江澤教育長 分かりました。今後はそういうことはありません。と言うのは、先ほどから申

してるように、これは実質的な初回だったから皆さんにいろんなアイデアのため

に、お示したということで、次回からはもう初めのスケジュールに沿って、これを

決め、これを決め、これを決めということで、それ以外のものを提案したり、こうと

いうことはしません。 

 

中島好人副委員長  僕はこのことだけを言ってるんじゃないんですよ。これからもいろ

いろ問題は出てくるでしょう。学校給食だってそうじゃないですか。だから今後

のことも考えて、僕は今発言しよるわけですよ。このことについてはありませんっ

て、そのことを言ってるわけじゃないということをちゃんと理解してください。 

 

河野朋子委員長 ほかに。大体今もう聞きましたけれども、この２回のこの委員会という

のは、申し訳ないですけど、かなり時間の無駄だと思いますよ。本当に。時間と

エネルギーの無駄だと思います。さっきからずっと言ってますけど、進め方をもう

少し計画的にされて、慎重にいろんなことを進めていっていただくように、重ね

てお願いして委員会を閉じたいと思います。お疲れさまでした。 
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午後４時４４分閉会 

 

 

平成２８年（２０１６年）９月２８日 

 

                      総務文教常任委員長  河 野 朋 子 


